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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　塵芥投入口を有する塵芥投入箱と、前記塵芥投入箱の内部に塵芥を積み込み可能な塵芥
積込装置と、前記塵芥積込装置を制御する制御装置とを装備した塵芥収集車の前記塵芥投
入口の近傍を、カメラによって撮影し、その画像のデータを画像処理装置に入力して、前
記塵芥投入口の近傍の人物を認識するようにした人物認識装置であって、
　前記カメラの撮影する方向に光を照射するように作業灯が配設され、
　前記画像処理装置は、
　前記画像における物体像の特徴データを、予め設定した人物の特徴データと比較して、
物体像が人物を表すものか否か判定する人物識別部と、
　前記人物識別部によって人物と判定された物体像が、塵芥投入口近傍の所定エリアに入
っているか否か判定する人物位置判定部と、
　少なくとも前記人物識別部の処理が行われるときに前記作業灯を点灯させる点灯制御部
とを備え、
　前記画像処理装置が故障のときには、作業灯が消灯される一方、前記制御装置が、前記
画像処理装置をバイパスして前記塵芥積込装置を作動させるように構成したことを特徴と
する塵芥収集車の人物認識装置。
【請求項２】
　前記カメラが、塵芥収集車の後部に設けられた塵芥投入箱の背面の上部に斜め下向きに
配設されており、
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　前記作業灯が前記カメラの下方に配設されて、その撮像レンズの光軸に沿うように光を
照射する、請求項１に記載の塵芥収集車の人物認識装置。
【請求項３】
　前記画像処理装置の人物識別部における予め設定した特徴データには、人物が装着する
装着物の色の情報が含まれている、請求項１または２に記載の塵芥収集車の人物認識装置
。
【請求項４】
　前記画像処理装置において人物が前記塵芥投入口近傍の所定エリアに入っていると認識
した場合に、前記塵芥積込装置の作動を停止する緊急停止装置を備えている、請求項１～
３のいずれか１つに記載の人物認識装置が装備された塵芥収集車。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塵芥収集車の塵芥投入口の近傍に居る作業者などを、画像処理技術によって
認識するようにした人物認識装置に係り、特にカメラによって撮影する際の好適な照明の
仕方に係る。
【背景技術】
【０００２】
　従来より塵芥収集車においては、車台の後部に設けられた塵芥投入箱内に塵芥積込装置
が装備されており、その塵芥投入箱内に塵芥投入口から投入される塵芥を回転板や積込板
などによって掻き込んで、塵芥収容箱に積み込むようになっている。また、そうして塵芥
投入口に塵芥を投入する作業者などが、不注意によって塵芥積込装置に巻き込まれること
を防止するために、塵芥投入口の近傍の人物を監視する監視システムが種々、提案されて
いる。
【０００３】
　例えば特許文献１に記載の監視システムでは、塵芥投入箱の後方上部に撮像手段として
のカメラを配設し、下方の塵芥投入口およびその後方を撮影するようにしている。そして
、塵芥積込装置の作動中に前記のカメラによって撮影した画像のデータを画像処理装置に
送信し、この画像において予め設定されている進入禁止領域内に人物が侵入したと判定す
れば、塵芥積込装置の作動を停止させるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４２８３５６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで一般的に、塵芥の収集作業は昼間だけでなく夜間も行われることがあり、また
、例えばビルディングの地下スペースなど昼間でも暗い場所で行われることもある。この
ように暗いところではカメラによって撮影した画像も暗くなってしまい、コントラストも
低くなるため、画像処理に好適な画像データが得られず、人物の認識に失敗したり、反対
に人物でないものを人物と誤認するおそれもある。
【０００６】
　この点について通常、塵芥収集車には塵芥投入口の近傍から後方に向かって光を照射す
るように作業灯が設けられているが、このような作業灯は、塵芥投入箱の背面の下寄りの
部位に開口する塵芥投入口の左側および右側の少なくとも一方に配設されている。つまり
、塵芥投入口の後方の作業者をカメラによって撮影する方向に対して、側方から光を当て
るようになっている。
【０００７】
　このため、作業者の姿勢が少し変化しただけで、照明光の当たり方による見え方の変化
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が大きくなってしまい、特に前記のように暗い場所では作業者の見え方の大きな変化に起
因して、撮影した画像中における物体像も大きく変化することになる。すなわち、単に作
業灯によって照明するだけでは、画像処理における人物認識の失敗や誤認を十分に抑制で
きないと考えられる。
【０００８】
　本発明は、かかる問題点に着目してなされたものであり、作業灯による照明の仕方に工
夫を凝らして、撮影した画像に基づいて人物を正確に認識できるようにすることを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の人物認識装置は、塵芥投入口を有する塵芥投入箱と、前記塵芥投入箱の内部に
塵芥を積み込み可能な塵芥積込装置と、前記塵芥積込装置を制御する制御装置とを装備し
た塵芥収集車の前記塵芥投入口の近傍を、カメラによって撮影し、その画像のデータを画
像処理装置に入力して、前記塵芥投入口の近傍の人物を認識するようにしたものが対象で
ある。そして、前記カメラの撮影する方向に光を照射するように作業灯を配設するととも
に、前記画像処理装置は、前記画像における物体像の特徴データを、予め設定した人物の
特徴データと比較して、物体像が人物を表すものか否か判定する人物識別部と、前記人物
識別部によって人物と判定された物体像が、塵芥投入口近傍の所定エリアに入っているか
否か判定する人物位置判定部と、少なくとも前記人物識別部の処理が行われるときに前記
作業灯を点灯させる点灯制御部とを備え、前記画像処理装置が故障のときには、作業灯が
消灯される一方、前記制御装置が、前記画像処理装置をバイパスして前記塵芥積込装置を
作動させるように構成したものである。 
【００１０】
　このような構成の人物認識装置では、塵芥投入口の近傍を撮影するカメラからの画像の
データが画像処理装置に入力されて、塵芥投入口近傍の人物が認識されるときに、点灯制
御手段によって作業灯が点灯される。そして、この作業灯の光は、作業者に向かってカメ
ラの撮影する方向に照射され、言い換えると撮影する方向に正面から作業者に照射される
ことになる。
【００１１】
　こうして正面から光を当てれば、作業者の姿勢が多少、変化しても見え方が大きく変化
することはないので、夜間の作業であったり地下スペースなど暗い場所であっても、撮影
した画像中における物体像の変化はあまり大きくはならない。よって、撮影した画像に基
づいて行う画像処理において、人物の認識の失敗や誤認を十分に抑制できる。また、画像
処理装置の作動によって、作業者が塵芥投入口近傍の所定エリアに入っており、塵芥積込
装置に巻き込まれるなど危険がある状況を確に判定することができ、作業者の安全性を確
保する上で好ましい。また、例えば画像処理装置が故障した場合には、自ずと作業灯が消
灯することになるので、作業者の注意を喚起して、事故を抑制することができる。 
【００１２】
　好ましいのは前記カメラを、塵芥収集車の後部に設けられた塵芥投入箱の背面の上部に
斜め下向きに配設するとともに、その下方に前記作業灯を配設して、カメラの撮像レンズ
の光軸に沿うように光を照射させることである。こうすれば、撮影する方向にほぼ真正面
ら作業者に光を当てることができる。また、カメラの下方に配設することで、雨風による
作業灯の汚れを抑制できる上に、そのオンオフを作業者が視認しやすいというメリットも
ある。
【００１５】
　ところで、前記の人物識別部において、物体像が人物を表すものか否か判定するために
比較する特徴データとしては、例えば人物の顔や頭部の形状や大きさ、或いはその手や足
の形状や大きさなどが挙げられるが、好ましいのは、人物が装着する例えばヘルメット、
手袋、靴などの装着物の色の情報を含むことである。特に作業者に装着させるリストバン
ドの色の情報を含むことが好ましい。
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【００１６】
　すなわち、例えば作業者の手を画像処理によって識別しようとすると、それが開いたり
閉じたりすることや向きが変化することによって、画像中の物体像の形状が大きく変化す
ることから、識別が困難なものになりやすい。これに対して前記のように色の情報に基づ
いて識別するようにすれば、形状や大きさが変化しても、そのことによらず人物の手や足
、あるいは頭部であることを識別可能になる。
【００１７】
　そして、そのように画像中の物体像の色の情報に基づいて、人物であることを認識する
ようにした場合に、上述したように作業者に正面から作業等の光を当てることのメリット
が大きくなる。すなわち、作業者を撮影する方向に正面から光を当てることで、画像中の
物体像の色味の変化を抑えることができるので、夜間の作業であったり地下スペースなど
暗い場所であっても、人物の認識の失敗や誤認を抑制できる。
【００１８】
　なお、前記手または足への装着物である手袋や靴については、作業によって汚れること
があり、このことで色味が変化してしまうと、識別が困難になるおそれがあるので、特に
リストバンドが好ましい。リストバンドの場合は、手や足の向きが変わっても、画像中の
物体像の形状や大きさはあまり変化しないので、これらの情報も識別に利用することがで
きる。
【００１９】
　見方を変えると本発明は、前記のような人物認識装置が装備された塵芥収集車である。
すなわち、前記塵芥投入箱の内部には、塵芥を積み込み可能な塵芥積込装置が装備されて
いる。そして、上述したように画像処理装置において人物が塵芥投入口近傍の所定エリア
に入っていると認識した場合に、前記塵芥積込装置の作動が緊急停止装置によって停止さ
れるようになっている。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る塵芥収集車の人物認識装置によれば、塵芥投入口の近傍の人物をカメラの
画像データに基づいて認識する場合に、作業灯の光を作業者に向かってカメラの撮影する
方向に正面から照射することで、その姿勢が多少、変化しても画像中における物体像の変
化があまり大きくならないようにして、画像処理による認識の失敗や誤認を十分に抑制で
きる。
【００２１】
　また、そのように画像処理装置の作動によって人物認識が行われ、塵芥投入口の近傍の
作業者の安全が担保されるときには、作業灯を点灯させる一方、画像処理装置の作動しな
いときには作業灯を消灯させることで、作業者に注意を喚起することができ、不注意によ
る事故を抑制する上で有利になる。
【００２２】
　つまり、画像処理によって人物を正確に識別することができる。そして、この判定に基
づき必要に応じて塵芥積込装置を停止させることによって、安全性の確保が図られる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態に係る塵芥収集車を示す側面図である。
【図２】図１の塵芥収集車に装備された塵芥積込装置の作動の説明図である。
【図３】図１の塵芥収集車の塵芥積込装置の油圧回路図である。
【図４】図１の塵芥収集車の制御装置とその入出力状態を示す概略図である。
【図５】図１の塵芥収集車に装備された人物認識装置の概略構成を示す説明図である。
【図６】ごみ袋を塵芥投入口に積み込む作業者を斜め後方から示す説明図である。
【図７】カメラによって撮影された画像の一例を示す説明図である。
【図８】画像処理ルーチンの一例を示すフローチャートである。
【図９】人物の手や頭部の判定について示すフローチャートである。
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【図１０】リストバンドの一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明を回転式の塵芥収集車に適用した実施形態について、図面を参照して説明
する。なお、以下の説明においては便宜上、塵芥収集車の前後左右を単に前後左右と呼ぶ
こともある。
【００２５】
　図１には、本発明の実施形態に係る人物認識装置を装備した塵芥収集車１００を示し、
その車台１上には塵芥収容箱２と塵芥投入箱３とが設けられていて、塵芥収容箱２の後方
の開口部と塵芥投入箱３の前面の開口部とが連通されている。また、塵芥投入箱３は、そ
の上部に設けられた左右方向の枢軸３ａによって軸支されており、図示しないが、左右一
対の傾動シリンダによって傾動されるようになっている。
【００２６】
　また、前記塵芥投入箱３の背面における下寄りの部位には、塵芥を投入するための矩形
状の塵芥投入口４（図６、７も参照）が開口され、昇降可能なテールゲート５によって開
閉されるようになっている。この塵芥投入口４の左側方には、塵芥積込装置の作動などの
操作のためのスイッチボックス６が設けられており、また、塵芥投入口４の上方には、詳
しくは後述するが、塵芥投入口４の近傍を撮影するようにカメラ７が配設され、その下方
には塵芥投入口４の近傍を照らすように作業灯８が配設されている。
【００２７】
　図２に拡大して示すように塵芥投入箱３の内部には、投入された塵芥を塵芥収容箱２に
積み込む塵芥積込装置が装備されている。本実施形態の塵芥積込装置は、回転板１０（積
込部材）の回転によって塵芥を掻き上げるとともに、押込板２０によって塵芥収容箱２内
へと押し込む、いわゆる回転式のものである。すなわち、まず、塵芥投入箱３内の下部に
おいてその幅方向に延びるように回転軸１１が架設され、これに回転板１０の基端側が固
定されている。
【００２８】
　図示の例では前記回転軸１１の端部に減速機構１２を介して正逆回転可能な油圧モータ
１３が連結されている。よって、油圧モータ１３の回転は減速機構１２によりトルクアッ
プされて回転軸１１に伝達され、この回転軸１１と一体に回転板１０が回転されることで
、その先端部は、断面略半円弧状に形成された塵芥投入箱３の底壁に沿って前後方向に移
動するようになる。
【００２９】
　一方、押込板２０は、前記回転板１０の上方において塵芥投入箱３の幅方向全体に亘っ
て設けられ、その上部に設けられた左右方向の揺動軸２１の周りに前後方向に揺動自在に
支持されている。また、押込板２０には、揺動軸２１よりも上方に延びる延設部２２が設
けられ、この延設部２２とその前方の支持ピン２３との間に押込シリンダ２４が架設され
ており、その伸縮作動によって押込板２０を前後方向に揺動させるようになっている。
【００３０】
　すなわち、図２に実線で示すように押込板２０が塵芥収容箱２の側に最も揺動した位置
（前進限界位置）にあるときは、この押込板２０に干渉することなく回転板１０が上方に
回動するようになり、これに遅れて押込板２０が塵芥投入口４側へ揺動する。そして、押
込板２０が塵芥投入口４側に最も揺動し、図２には仮想線で示す後退限界位置に達した後
も、回転板１０の回動は継続される。
【００３１】
　こうして回転する回転板１０は、塵芥を塵芥収容箱２側に掻き込んで、図２に実線で示
すように前方の塵芥収容箱２側に延びる設定停止位置に一旦、停止する。そうすると今度
は押込板２０が塵芥収容箱２側に揺動して、回転板１０上の塵芥を塵芥収容箱２に押し込
んでゆく。そして、押込板２０が再び前記の前進限界位置に達すれば、再び回転板１０が
上方へ回動するようになる。
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【００３２】
　このように互いに同期して回転板１０の回転および押込板２０の揺動が繰り返されるこ
とによって、塵芥投入箱３に投入された塵芥が連続的に塵芥収容箱２に積み込まれる（以
下、塵芥積込作動と呼ぶ）。そのように回転板１０および押込板２０を作動させるための
油圧回路および電子制御装置（制御系）の構成については以下に述べるが、そのために塵
芥投入箱３の内部には、回転板１０および押込板２０の位置を検出するためのスイッチＬ
Ｓ１～ＬＳ４が設けられている。
【００３３】
　すなわち、図２に表れているように、押込板２０が前進限界位置または後退限界位置に
あるときにそれぞれオンになるスイッチＬＳ１，ＬＳ２と、回転板１０が設定停止位置に
あるときにオンになるスイッチＬＳ３と、その設定停止位置から回転板１０が正の向き（
図１の時計回り）に所定角度回転したときにオンになり、さらに所定角度回転したときに
オフになるスイッチＬＳ４と、が設けられている。
【００３４】
　なお、スイッチＬＳ１，ＬＳ２は、押込板２０の揺動軸２１の端部に設けられた図示省
略のドグを検出するようになっており、スイッチＬＳ３～ＬＳ４は、回転板１０の回転軸
１１の端部に設けられた図示省略のドグを検出するようになっている。また、これらのス
イッチＬＳ１～ＬＳ４としては例えばリミットスイッチ、光電スイッチ、近接スイッチな
どを使用することができる。
【００３５】
　また、スイッチＬＳ４は、図２にハッチングで示すように、回転板１０が塵芥投入口４
の前縁部４ａの真下から、その後方へ回転しつつ下降して塵芥投入口４の後縁部４ｂに最
も近接するまでの角度範囲Ｚを検出するもので、回転板１０が塵芥投入口４の近傍にて作
動していることを検出するためのセンサである。その角度範囲Ｚにおいては回転板１０が
作業者の体の一部を巻き込む危険性があるので、以下では危険な角度範囲Ｚと呼ぶ。
【００３６】
　さらに、図１、２に表れているように塵芥投入口４の近傍には、塵芥積込装置の作動を
停止させるための緊急停止ボタン６０，６１や緊急停止プレート６２などが配設されてい
る。図１に表れているように塵芥投入口４の左側のスイッチボックス６に緊急停止ボタン
６０が配設され、また、図２に破線で示すように塵芥投入口４の右側に緊急停止ボタン６
１が配設されている。緊急停止プレート６２は、塵芥投入口４の下方においてスイッチＳ
Ｗ３をオンオフするように配設されている。
【００３７】
　－塵芥積込装置の制御系－
　次に、図３および図４を参照して、前記のように塵芥積込装置を作動させるための制御
系について説明する。この制御系は、塵芥積込装置の油圧モータ１３や押込シリンダ２４
などに供給する油圧を制御する油圧回路と、この油圧回路に設けられた電磁制御弁Ｖ１，
Ｖ２に制御信号を出力する制御装置ＰＬＣ（プログラマブル　ロジック　コントローラ）
と、を備えている。
【００３８】
　まず、図３を参照して油圧回路について説明すると、この油圧回路は、油圧ポンプＰと
、オイルリザーバＴと、押込シリンダ２４を制御するための電磁制御弁Ｖ１と、油圧モー
タ１３を制御するための電磁制御弁Ｖ２と、を備えている。なお、油圧ポンプＰには、図
示しないが、エンジンの駆動力がＰＴＯ（パワー　テイク　オフ）を介して伝達されるよ
うになっている。
【００３９】
　一例として電磁制御弁Ｖ１，Ｖ２は、いずれも６ポート３位置の電磁式の方向切換弁か
らなる。電磁制御弁Ｖ１は、制御装置ＰＬＣによりソレノイドＳＯＬａが励磁されると第
１連通位置（図の上位置）に切り換わって、油圧ポンプＰからの作動油を一対の押込シリ
ンダ２４のロッド側油室に供給する一方、制御装置ＰＬＣによりソレノイドＳＯＬｂが励
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磁されると第２連通位置（図の下位置）に切り換わって、作動油をヘッド側油室に供給す
る。
【００４０】
　そうして電磁制御弁Ｖ１から作動油がヘッド側油室に供給されると、一対の押込シリン
ダ２４が伸長作動して押込板２０を前方に揺動させる。一方、作動油がロッド側油室に供
給されると、一対の押込シリンダ２４は収縮作動して、押込板２０を後方に揺動させる。
また、いずれのソレノイドＳＯＬａ，ＳＯＬｂも励磁されていないときに、電磁制御弁Ｖ
１は中立位置（図の中央位置）に復帰するようになる。
【００４１】
　一方、電磁制御弁Ｖ２は、ソレノイドＳＯＬｃが励磁されると第１連通位置（図の下位
置）に切り換わって、作動油を油圧モータ１３の正転側油室に供給し、当該油圧モータ１
３を正転作動させるほか、押込シリンダ２４も伸縮作動させることができる。一方、ソレ
ノイドＳＯＬｄが励磁されると電磁制御弁Ｖ２は第２連通位置（図の上位置）に切り換わ
って、作動油を油圧モータ１３の逆転側油室に供給し、当該油圧モータ１３を逆転作動さ
せる。
【００４２】
　また、いずれのソレノイドＳＯＬｃ，ＳＯＬｄも励磁されていないときに、電磁制御弁
Ｖ２は中立位置（図の中央位置）に復帰するようになる。電磁制御弁Ｖ１，Ｖ２の両方が
中立位置にあるとき、作動油はオイルリザーバＴへ還流するようになる。なお、図示の油
圧回路において符号Ｖ３はチェック弁であり、また、符号Ｖ４は、油圧ポンプＰの吐出圧
の上限を設定するためのリリーフ弁である。
【００４３】
　次に、図４を参照して制御装置ＰＬＣなどの信号の入出力状態について説明する。まず
、制御装置ＰＬＣへの電力供給は図の左上（図中のモニタ９３の下方）に示すバッテリＢ
Ｔによって行われる。このバッテリＢＴの正極から図の右側に延びてグランドラインＫ１
に至る通電ラインＫ２には、塵芥収集車１００のキースイッチＳＷＫ、ＰＴＯスイッチＳ
ＷＰ、リレーコイルＣＲ１などが介設されている。
【００４４】
　また、前記キースイッチＳＷＫおよびバッテリＢＴの中間において通電ラインＫ２から
分岐するように、通電ラインＫ３の上流端が接続されており、その上流側（バッテリＢＴ
に近い側）には前記リレーコイルＣＲ１の接点ｃｒ１が介設されている。この通電ライン
Ｋ３には電源ランプＬが介設されており、リレーコイルＣＲ１がオンになって接点ｃｒ１
が閉じられると、通電ラインＫ３に通電することによって電源ランプＬが点灯する。
【００４５】
　また、前記リレーコイルＣＲ１の接点ｃｒ１および電源ランプＬの中間において通電ラ
インＫ３から分岐するように、通電ラインＫ４の上流端が接続されており、これにより制
御装置ＰＬＣの信号用電力供給部（図示せず）に電力が供給されるようになっている。つ
まり、前記のように接点ｃｒ１が閉じられると、通電ラインＫ３，Ｋ４を介して制御装置
ＰＬＣに電力が供給される。
【００４６】
　さらに、前記の通電ラインＫ４から分岐する通電ラインＫ５によって、塵芥積込装置の
塵芥積込作動中には必ず制御装置ＰＬＣに通電されるようになっている。つまり、通電ラ
インＫ５は、いわゆる積込継続信号を入力するラインであり、ここには、図２を参照して
上述した緊急停止ボタン６０，６１および緊急停止プレート６２の操作に対応して開閉さ
れるスイッチＳＷ１～ＳＷ３などが介設されている。
【００４７】
　これらのスイッチＳＷ１～ＳＷ３によって通電（即ち積込継続信号の入力）が遮断され
ると、制御装置ＰＬＣの作動が停止される。これにより、電磁制御弁Ｖ１，Ｖ２のソレノ
イドＳＯＬａ～ＳＯＬｄを励磁させるための制御装置ＰＬＣからの制御信号の出力が全て
途絶えて、電磁制御弁Ｖ１，Ｖ２が中立位置に復帰するようになり、塵芥積込装置の作動
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が停止されるようになっている。
【００４８】
　また、通電ラインＫ４にはその途中から分岐する複数の分岐ラインが接続されており、
これらの分岐ラインのそれぞれに、図２を参照して上述したスイッチＬＳ１～ＬＳ４が介
設されている。そのうちのスイッチＬＳ１～ＬＳ３からの信号は制御装置ＰＬＣに入力さ
れるようになっており、これらの信号に基づいて塵芥積込装置の回転板１０および押込板
２０の位置、即ち作動状況が検出される。
【００４９】
　なお、前記のスイッチＬＳ１～ＬＳ３の他にも制御装置ＰＬＣへの入力側には、図示は
しないが、塵芥積込装置の始動および停止スイッチ、塵芥積込作動の単動または連続の選
択スイッチ、塵芥積込作動および塵芥排出作動の選択スイッチ、回転板１０や押込板２０
を単独で作動させるスイッチ、塵芥投入箱３を傾動させて開放するスイッチなども接続さ
れている。
【００５０】
　また、図２を参照して上述したように回転板１０が危険な角度範囲Ｚにあることを検出
するスイッチＬＳ４からの信号は、制御装置ＰＬＣにではなくて、画像処理ユニット９へ
入力されるようになっている。これを受けて画像処理ユニット９の中央処理部ＣＰＵは、
詳しくは後述するが、画像処理部ＤＳＰから停止信号が発せられればリレースイッチＳＷ
４を開放させて、通電ラインＫ５による制御装置ＰＬＣへの通電を遮断する。
【００５１】
　前記のように各種スイッチが入力側に接続されている一方、制御装置ＰＬＣの出力側に
は、図３を参照して上述した電磁制御弁Ｖ１，Ｖ２のソレノイドＳＯＬａ～ＳＯＬｄなど
が接続されている。そして、制御装置ＰＬＣは、スイッチＳＷ１～ＳＷ３，ＬＳ１～ＬＳ
３などから入力する信号に基づいて、予め設定された手順に従い油圧モータ１３や押込シ
リンダ２４などを作動させるべく、対応するソレノイドＳＯＬａ～ＳＯＬｄに出力するよ
うにプログラムされている。
【００５２】
　すなわち、例えば塵芥積込装置が塵芥積込作動するときには、通電ラインＫ２上のキー
スイッチＳＷＫおよびＰＴＯスイッチＳＷＰがいずれも閉じられて、リレーコイルＣＲ１
に通電される。これにより、リレーコイルＣＲ１の接点ｃｒ１が閉じられるので、通電ラ
インＫ３～Ｋ５によって通電されることにより、制御装置ＰＬＣが作動可能な状態になっ
て適宜、ソレノイドＳＯＬａ～ＳＯＬｄに制御信号を出力するようになる。
【００５３】
　この制御信号を受けてソレノイドＳＯＬａ～ＳＯＬｄが励磁され、電磁制御弁Ｖ１，Ｖ
２の位置が適宜、切り換えられることで、油圧モータ１３や押込シリンダ２４などに作動
油圧が供給される。これにより、油圧モータ１３や押込シリンダ２４などがそれぞれ作動
し、図２を参照して上述したように、回転板１０の回転および押込板２０の揺動が互いに
同期して繰り返されることになる。
【００５４】
　詳しくは、まず図２に実線で示すように押込板２０が前進限界位置にあって、スイッチ
ＬＳ１からオン信号が出力されるとともに、回転板１０が設定停止位置にあって、スイッ
チＬＳ３からもオン信号が出力されるときに、始動スイッチの信号を受けた制御装置ＰＬ
Ｃから制御信号が出力され、電磁制御弁Ｖ２が第１連通位置に切り換えられて、油圧モー
タ１３が正転作動を開始する。これにより、回転板１０は上方に回動し始める。
【００５５】
　そして、所定の期間が経過すると制御装置ＰＬＣから電磁制御弁Ｖ１のソレノイドＳＯ
Ｌａへ制御信号が出力されて、電磁制御弁Ｖ１が第１連通位置に切り換えられ、押込シリ
ンダ２４が収縮作動を開始する。これにより押込板２０は後方の塵芥投入口４側へ揺動す
るようになり、この押込板２０が後退限界位置に達すると、スイッチＬＳ２からオン信号
が出力される。
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【００５６】
　これを受けて制御装置ＰＬＣがソレノイドＳＯＬａへの制御信号の出力を停止すること
で、電磁制御弁Ｖ１が中立位置に復帰し、押込板２０の揺動が停止する。また、そうして
押込板２０が揺動している間も回転板１０の回動は継続しており、塵芥を塵芥収容箱２側
に掻き込んでゆくが、こうして回動する押込板２０が設定停止位置に至り、スイッチＬＳ
３からオン信号が出力される。
【００５７】
　これを受けて制御装置ＰＬＣが、電磁制御弁Ｖ２のソレノイドＳＯＬｃへの制御信号の
出力を停止することで、電磁制御弁Ｖ２が中立位置に復帰し、油圧モータ１３の回動が停
止する。また、制御装置ＰＬＣは、電磁制御弁Ｖ１のソレノイドＳＯＬｂへ制御信号を出
力し、電磁制御弁Ｖ１が第２連通位置に切り換えられて、押込シリンダ２４が伸長作動を
開始することで、押込板２０が前方へ揺動し始める。
【００５８】
　こうして前方の塵芥収容箱２側に揺動する押込板２０が、回転板１０上の塵芥を塵芥収
容箱２に押し込んでゆき、前進限界位置に達すれば、スイッチＬＳ１からオン信号が出力
される。これを受けて制御装置ＰＬＣがソレノイドＳＯＬｂへの制御信号の出力を停止す
ることで、電磁制御弁Ｖ１が中立位置に復帰し、押込シリンダ２４の伸長作動、即ち、押
込板２０の前方への揺動が停止し、一連の動作が終了する。
【００５９】
　なお、図４に表れているように、緊急停止用のスイッチＳＷ１～ＳＷ３が介設されてい
る通電ラインＫ５には、以下に説明する画像処理ユニット９が介設されているとともに、
この画像処理ユニット９をバイパスするバイパスラインＫ６によって制御装置ＰＬＣに通
電するための切替スイッチＳＷＳも介設されている。また、画像処理ユニット９の出力側
（図４の右側）には作業灯８およびパイロットランプ９１が接続されており、その点灯制
御が行われる。
【００６０】
　－人物認識装置および緊急停止装置－
　ところで、前記のように塵芥積込装置が塵芥積込作動をしているときには、塵芥投入口
４に塵芥を投入している作業者が不注意から回転板１０などに巻き込まれるおそれがある
。そこで、本実施形態の塵芥収集車１００においては、塵芥投入口４の近傍を撮影するよ
うにカメラ７を配設し、画像処理によって塵芥投入口４近傍の人物が危険なエリアにいる
と判定すれば、直ちに塵芥積込装置の作動を停止させるようにしている。
【００６１】
　すなわち、前記の図１、２に表れている他、図５、６にも示すように、塵芥投入箱３の
背面の上部、即ち塵芥投入口４の上方にはカメラ７が配設され、その撮像レンズ７０が後
方の斜め下に向けられている。このカメラ７は本来、塵芥収集車１００の運転者が後方を
監視するためのバックカメラとして用いられるものであり、図７に一例を示すように塵芥
投入口４およびその後方の所定範囲を撮影するようになっている。
【００６２】
　そうして塵芥投入口４の後方を撮影するためにカメラ７の撮像レンズ７０の光軸Ａは、
鉛直下向きから後方に振り向けられて、塵芥投入口４の近傍の人物Ｈを上方から撮影する
ようになっている。また、そのカメラ７の下方に配設された作業灯８も後方斜め下向きと
され、撮像レンズ７０の光軸Ａと略平行に光を照射して、人物Ｈをカメラ７の撮影する方
向にほぼ正面から照射するようになっている。
【００６３】
　こうして正面から照明光を当てるようにすれば、人物Ｈの姿勢が多少、変化してもその
見え方が大きく変化することはないので、夜間や地下スペースなどの暗い場所でも、撮影
した画像中における人物Ｈの物体像の変化はあまり大きくならない。また、カメラ７の下
方に作業灯８を配設しているので、雨風による作業灯８の汚れを抑制できる上に、そのオ
ンオフを作業者などが視認しやすい。
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【００６４】
　そして、前記の図４に表れているようにカメラ７は、信号分配器９２を介して監視用の
モニタ９３および画像処理ユニット９（画像処理装置であり、例えば図１に破線で示すよ
うに運転席周辺に配設されている）に接続されている。このモニタ９３は、塵芥収集車１
００の運転者にカメラ７の画像を提供するものであり、それと同じ画像が画像処理ユニッ
ト９に送信されて、作業者などが危険なエリアにいるか否か判定される。
【００６５】
　すなわち、前記の図５～７には、塵芥投入口４の近傍に立った作業者（人物Ｈ）が両腕
を前方に伸ばして、ごみ袋を積み込む様子が示されており、この人物Ｈが危険なエリアに
いるか否かを画像処理ユニット９において判定するようになっている。そのために画像処
理ユニット９には、図５に模式的に示すように、カメラ７からの画像データを入力して、
以下に説明する公知の画像処理を行う画像処理部ＤＳＰが設けられている。
【００６６】
　また、画像処理ユニット９には、所定のプログラムを実行して各種の制御を行う中央処
理部ＣＰＵ、この中央処理部ＣＰＵや前記画像処理部ＤＳＰにおいて使用されるデータを
記憶するメモリＭ、中央処理部ＣＰＵの指令を受けて開閉されるリレースイッチＳＷ４な
ども設けられている。そして、画像処理部ＤＳＰにおいて人物Ｈが危険なエリアにいると
判定すれば、中央処理部ＣＰＵがリレースイッチＳＷ４を開放させる。
【００６７】
　ここで、図４を参照して上述したように塵芥積込装置の積込作動時には、キースイッチ
ＳＷＫおよびＰＴＯスイッチＳＷＰがいずれも閉じられており、通電ラインＫ３～Ｋ５に
よって制御装置ＰＬＣに通電されている。そして、その通電ラインＫ５の途中に画像処理
ユニット９が介設されているので、ここにおいて前記のようにリレースイッチＳＷ４が開
放されると、制御装置ＰＬＣへの通電が遮断されて、塵芥積込装置の作動が停止されるこ
とになる。
【００６８】
　つまり、画像処理ユニット９の中央処理部ＣＰＵおよびリレースイッチＳＷ４によって
、塵芥積込装置の作動を停止させる緊急停止装置が構成されている。また、そうして緊急
停止装置として機能する他に、中央処理部ＣＰＵは、画像処理ユニット９の作動中には作
業灯８を点灯させる一方、故障などの非作動時には消灯させるようになっており、このよ
うな作業灯８のオンオフ制御を行う点灯としても機能する。
【００６９】
　こうして画像処理ユニット９の非作動時には作業灯８を消灯させることで、ごみ袋を積
み込む作業者（人物Ｈ）は、画像処理による緊急停止装置が作動していないことに容易に
気付き、塵芥積込装置に巻き込まれないように一層の注意を払うようになる。なお、画像
処理ユニット９には、中央処理部ＣＰＵの指令を受けてモニタ９３に画像処理の結果など
を表示させる画像出力部ＶＯＰやカメラ７の制御を行うカメラ制御部（図示せず）なども
設けられている。
【００７０】
　－画像処理のルーチン－
　前記の画像処理部ＤＳＰは、公知の画像処理ロジックを高速で行う一般的な集積回路で
あり、例えば入力画像データの二値化処理と、この二値化された画像データにおいて互い
に近接する各画素について領域化するラベリング処理と、ラベリングにより領域化された
物体像の領域が人物像であることを識別する人物識別処理と、人物像と識別された物体像
の位置が危険なエリアか否か判定する人物位置判定処理とを行う。
【００７１】
　具体的に、図８のフローチャートを参照して画像処理のルーチンについて説明すると、
まず、スタート後のステップＳ１において二値化処理が行われる。これは例えば、入力画
像データについて各画素毎の輝度値が予め設定された閾値以上である場合に最大輝度値と
し、閾値未満であれば最小輝度値とする処理である。生成される二値化画像データは、ノ
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イズや光量変化の影響の多くが除去されたものとなる。
【００７２】
　なお、こうして二値化処理を行う一方で、入力画像データはメモリＭに一時保持してお
き、これに含まれる色の情報を後述する人物Ｈの手の判定（ステップＳ３）に使用する。
或いは、入力画像データについてカラー二値化処理も行い、各画素毎の色相値が予め設定
された範囲にあるものを色情報として抽出する一方、それ以外は色相の情報を削除するよ
うにしてもよい。
【００７３】
　次にステップＳ２ではラベリング処理が行われる。これは、前記の二値化画像データに
おいて互いに近接する各画素を領域化するものであり、例えば同じ輝度値に属するととも
に、所定距離内で密接する複数の画素について１つの領域と見なす処理である。ラベリン
グ処理は画像平面全体について行われ、これにより１つの領域とされたものが、それぞれ
物体像として認識される。
【００７４】
　そして、続くステップＳ３において、前記それぞれの物体像についての人物識別処理が
行われる。本実施形態では、塵芥投入口４の上方に配設したカメラ７によって、下方の塵
芥投入口４近傍を撮影するようにしているので、その画像には、図７に一例を示すように
人物Ｈの頭部が大きく表示される。そこで、予め設定されている頭部の特徴データ、例え
ばその大きさや形状などを示すデータを参照し、この特徴データの条件を満たすような物
体像を、人物Ｈの頭部と判定する。
【００７５】
　また、図１０を参照して後述するが、ステップＳ３においては人物Ｈの手首に装着され
たリストバンドＬＢの特徴データ、即ちそこに表示された縞模様ＳＰ（識別表示）の色や
形状、大きさなどを示すデータを参照し、この特徴データの条件を満たすような物体像を
人物Ｈの手であると判定する。そうして、人物Ｈの手または頭部であると識別した物体像
についてステップＳ４では、この物体像が予め設定されている危険なエリアに入っている
か否か判定する。
【００７６】
　本実施形態において危険なエリアは人物Ｈの手と頭部とで異なっており、図７に示すよ
うに、塵芥投入口４の前縁部４ａおよび後縁部４ｂの中央の境界線Ｂ１よりも前方、即ち
塵芥投入口４の奥側が、手に関しての危険なエリアである第１のエリアとされている。ま
た、塵芥投入口４の全体に相当するエリア、即ち塵芥投入口４の後縁部４ｂ（境界線Ｂ２
）よりも前方が、頭部に関しての危険なエリアである第２のエリアとされている。
【００７７】
　そして、前記のように人物Ｈの手であると識別した物体像（領域）の外形をなす画素の
位置座標が、第１のエリアの境界線Ｂ１よりも前方にあるか否かを判定する。また、前記
のように人物Ｈの頭部であると識別した物体像（領域）の外形をなす画素の位置座標が、
第２のエリアの境界線Ｂ２よりも前方にあるか否かも判定する。こうして人物Ｈが危険な
エリアにいるか否かの判定が行われる。
【００７８】
　そのようにして人物Ｈの手および頭部の少なくとも一方が危険なエリア（第１、第２の
エリア）に入っていると肯定判定すれば（ＹＥＳ）、ステップＳ５に進んで塵芥積込装置
の作動を停止させるべく、中央処理部ＣＰＵへ停止信号を出力し、画像処理ルーチンを終
了する（エンド）。一方、人物Ｈの手も頭部も危険なエリアに入っていないと否定判定す
れば（ＮＯ）、停止信号は出力せずに画像処理ルーチンを終了する（エンド）。
【００７９】
　そうして画像処理部ＤＳＰから停止信号が発せられると、これを受けた中央処理部ＣＰ
Ｕは、スイッチＬＳ４からの信号がオンであれば、即ち、回転板１０が危険な角度範囲Ｚ
にあれば、リレースイッチＳＷ４を開放させる。すなわち、図示しないリレーコイルに通
電してスイッチの接点を開くことにより、通電ラインＫ５による制御装置ＰＬＣへの通電
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を遮断する。
【００８０】
　これにより制御装置ＰＬＣの作動が強制的に停止されるので、仮に制御装置ＰＬＣに何
らかの異常があっても、電磁制御弁Ｖ１，Ｖ２の全てのソレノイドＳＯＬａ～ＳＯＬｄへ
の通電が停止されることになる。よって、第１連通位置または第２連通位置にある電磁制
御弁Ｖ１，Ｖ２が全て中立位置に復帰するようになり、その結果、直ちに油圧モータ１３
および押込シリンダ２４の作動が停止される。
【００８１】
　前記図８のフローのステップＳ３を実行することによって、画像処理部ＤＳＰは、物体
像の特徴データを人物の手または頭部の特徴データと比較して、物体像が人物の手または
頭部を表すものか否か判定する人物識別部を構成し、さらに、ステップＳ４を実行するこ
とによって、人物の手または頭部を表す物体像が塵芥投入口近傍の所定のエリアに入って
いるか否か判定する人物位置判定部を構成する。
【００８２】
　なお、図示は省略するが、画像処理ユニット９には公知の手法により汎用のパソコンな
ど、コンピュータ装置を接続して、リストバンドＬＢの色の情報を設定できるようになっ
ている。すなわち、画像処理ユニット９には、ユーザが設定した色相値のデータを入力し
、特徴データの色情報としてメモリＭに格納する入力設定プログラムが備わっており、こ
のルーチンを実行することによって中央処理部ＣＰＵが、特徴データの色情報をユーザが
設定可能とする色情報設定部を構成する。
【００８３】
　－人物の手などの識別－
　次に、前記図８のフローのステップＳ３，Ｓ４において人物の手や頭部を識別し、これ
らが危険なエリアにあるか否か判定する手順について、図９のフローチャートを参照して
詳細に説明する。上述したように本実施形態では、塵芥投入口４の上方に配設したカメラ
７によって塵芥投入口４の近傍を見下ろすように撮影しており、前記の図７に表れている
ように画像中には人物Ｈの頭部が大きく表示される。
【００８４】
　そこで、人物Ｈであることを認識するために、まず、その頭部を識別することが考えら
れるが、図５、６を参照して上述したように作業者（人物Ｈ）は、塵芥投入口４にごみ袋
を投入する際に、両腕を前方斜め上方に伸ばしてごみ袋を積み込むことがある。よって、
その手が塵芥積込装置に巻き込まれることを防止するために、人物Ｈの頭部よりもむしろ
その手を識別することが望ましい。
【００８５】
　しかしながら人の手は、開いたり閉じたりすることによって大きく形状が変化する上に
、どの向きから撮影するかによって画像中の物体像の形状が大きく変化することになり、
さらに、手袋などを装着した場合は、これによって大きさも変化するようになる。このこ
とから、人の手を画像処理によって識別することは極めて難しいと考えられている。
【００８６】
　このような実状を考慮して本実施形態では、図１０に一例を示すようなリストバンドＬ
Ｂを作業者の手首に装着させ、このリストバンドＬＢの周回するように表示した縞模様Ｓ
Ｐ（識別表示）、特にその色を特徴データとして参照し、これにより手であることを識別
するようにしている。こうしてリストバンドＬＢを周回する縞模様ＳＰの色は、手の向き
が変わっても同じように識別可能である。
【００８７】
　具体的には、まず、図９のフローのスタート後のステップＳ３１において、予め設定さ
れているリストバンドＬＢの特徴データ、即ち、その縞模様ＳＰの色、および大きさや形
状などを示す特徴データを参照し、この特徴データの条件を画像中の物体像が満たすか否
か判定する。なお、縞模様ＳＰの色は、塵芥収集車１００の車体色や地域のごみ袋の色と
間違いなく識別できるように、予めユーザによって設定されて画像処理ユニット９のメモ
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リＭに格納されている。
【００８８】
　そして、物体像の色が縞模様ＳＰの色とマッチしていなければ、物体像は人物Ｈの手で
はないと否定判定（ＮＯ）して後述するステップＳ３２に進み、今度は物体像が人物Ｈの
頭部か否か判定する。一方、縞模様ＳＰの色がマッチしていれば、物体像が人物Ｈの手で
あると肯定判定（ＹＥＳ）して、ステップＳ４１に進む。なお、このときに色の情報だけ
でなく、物体像の形状や大きさも判定に利用するようにしてもよい。
【００８９】
　ステップＳ４１の処理は、図８のフローのステップＳ４に対応しており、前記のように
手であると判定した物体像が第１のエリアに入っているか否か判定するものである。即ち
、図７を参照して上述したように、手であると識別した物体像が塵芥投入口４の中央付近
の境界線Ｂ１よりも前方にあれば、第１のエリアに入っていると肯定判定する（ステップ
Ｓ４１でＹＥＳ）。
【００９０】
　この場合は、図８のフローのステップＳ４でＹＥＳと判定して、ステップＳ５に進むこ
とになり、上述したように塵芥積込装置の作動を停止させるべく、中央処理部ＣＰＵへ停
止信号を出力する。一方、前記ステップＳ４１で物体像が第１のエリアに入っていないと
否定判定すれば（ＮＯ）、後述するステップＳ５１に進む。つまり、物体像が手であると
識別しても、これが第１のエリアに入っていなければ、塵芥積込装置の作動を停止させる
ことはない。
【００９１】
　また、前記のステップＳ３１でリストバンドＬＢの縞模様ＳＰの色がマッチしておらず
、物体像は手でないと否定判定して進んだステップＳ３２においては、今度は物体像が人
物Ｈの頭部か否か判定する。これは、予め設定されている頭部の特徴データ、即ち例えば
頭部の大きさや形状、頭髪の状態、さらには頭部や顔への装着物の大きさや形状などを示
すデータを参照し、この特徴データの条件を満たすような物体像を、仮に人物Ｈの頭部と
判定する（ステップＳ３３）。
【００９２】
　こうして頭部と仮判定した物体像について、それ以外の物体像と識別する処理を行う。
すなわち、本実施形態では、カメラ７から時系列に入力される複数の画像データの差分処
理（各画素毎の輝度値の差を求める処理）によって、物体像の位置の変化を検出しておく
。そして、この位置の変化、即ち物体像の移動距離を、それに要した時間（画像データを
取得する時間間隔）で除算して、物体像の移動速度を算出する。
【００９３】
　こうして算出した移動速度が予め設定した閾値以下であるか否か、ステップＳ３４にお
いて判定する。この閾値は、塵芥投入口４に塵芥を投入する作業者の頭部の移動速度と、
投入される塵芥の移動速度とを区別できるように、予め実験などによって設定されている
。よって、算出した移動速度が閾値よりも高ければ、動作が速すぎるので人物Ｈの頭部で
はないと識別し、否定判定して（ＮＯ）後述のステップＳ５１へ進む。
【００９４】
　一方、前記ステップＳ３４において移動速度が閾値以下であると肯定判定すれば（ＹＥ
Ｓ）、物体像は人物Ｈの頭部であると判定（本判定）してステップＳ４２に進む。ステッ
プＳ４２の処理は、図８のフローのステップＳ４に対応しており、前記のように頭部であ
ると判定した物体像が、図７を参照して上述した第２のエリアに入っているか否か判定す
るものである。
【００９５】
　そして、頭部であると識別した物体像が塵芥投入口４の後縁部４ｂ（境界線Ｂ２）より
も前方にあれば、第２のエリアに入っていると肯定判定する（ステップＳ４２でＹＥＳ）
。この場合は、図８のフローのステップＳ４でＹＥＳと判定して、ステップＳ５に進むこ
とになり、上述したように塵芥積込装置の作動を停止させるべく、中央処理部ＣＰＵへ停
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止信号を出力する。
【００９６】
　一方、前記ステップＳ４２で物体像が第２のエリアに入っていないと否定判定すれば（
ＮＯ）ステップＳ５１に進んで、画像中の全ての物体像について前記のような手や頭部で
あることの識別が済んだか否か判定し、否定判定（ＮＯ）であれば前記ステップＳ３１に
戻って、前述した手順を繰り返す。一方、全ての物体像についての識別が済んでいればス
テップＳ５１で肯定判定（ＹＥＳ）し、ルーチンを終了する。
【００９７】
　以上、説明したように本実施形態に係る塵芥収集車の人物認識装置は、まず、車体後部
の塵芥投入箱３における塵芥投入口４の上方にカメラ７を配設し、下方の塵芥投入口４の
近傍を撮影する。そして、そのカメラ７からの画像データを画像処理ユニット９に入力し
、画像処理によって危険なエリアに人物Ｈが居ると判定すれば、塵芥積込装置の作動を停
止させるようにしている。
【００９８】
　そうしてカメラ７による画像データに基づいて、塵芥投入口４の近傍の人物Ｈを認識す
る際に、本実施形態では、そのカメラ７の下方に設けた作業灯８を点灯させ、人物Ｈ（例
えば塵芥の積み込みをする作業者）に向かって光を照射するようにしている。こうしてカ
メラ７の下方に配設することで、雨風による作業灯８の汚れを抑制し、安定的に光を照射
することができる。
【００９９】
　また、本実施形態では作業灯８を、カメラ７の撮像レンズ７０の光軸Ａと略平行に人物
Ｈに向かって光を照射するように設けており、これにより人物Ｈを、撮影する方向にほぼ
正面から照らすことになる。よって、その姿勢が多少、変化しても見え方が大きく変化す
ることはなく、撮影した画像中における物体像の変化はあまり大きはならないので、人物
Ｈの認識の失敗や誤認が抑制される。
【０１００】
　さらに、そうして撮影された画像中の物体像の特徴データが、人物Ｈの手の特徴データ
と比較される。この特徴データにはリストバンドＬＢの色の情報が含まれているので、人
物Ｈの手が開いたり閉じたりして、その形状が大きく変化しても、また、手袋などの装着
によって大きさが変化しても、そのことによらず手であることを識別できる。こうして手
と判定された物体像が塵芥投入口４の奥側の第１のエリアに入っていれば、塵芥積込装置
の作動を停止させることによって、安全性の確保が図られる。
【０１０１】
　また、本実施形態では、人物Ｈの手だけでなく、その頭部についても識別するようにし
ており、これが塵芥投入口４全体に相当する第２のエリアに入っていれば、塵芥積込装置
の作動を停止させることによって、安全性の確保が図られる。
【０１０２】
　さらにまた、そのように画像処理によって塵芥投入口４の近傍の人物Ｈが認識されると
きには、作業灯８が点灯される一方で、画像処理ユニット９の故障などの非作動時には作
業灯８が消灯される。このため作業者（人物Ｈ）は、画像処理による緊急停止装置が作動
しないことに容易に気付いて一層の注意を払うようになるので、事故を抑制する上で好ま
しい。特に本実施形態では作業灯８がカメラ７の下方に配設されているので、そのオンオ
フも視認しやすい。
【０１０３】
　－その他の実施形態－
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、これは１つの具体例を示したに過
ぎず、特に本発明を限定するものではないから、具体的な構成などは適宜、設計変更可能
である。例えば前記の実施形態では、画像処理ユニット９を制御装置ＰＬＣへの通電ライ
ンＫ４に介設して、リレースイッチＳＷ４の開放により制御装置ＰＬＣへの通電を遮断す
るようにしているが、これには限定されない。
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【０１０４】
　すなわち、例えば画像処理ユニット９において人物Ｈが危険なエリアに居ると判定した
ときに、制御装置ＰＬＣに停止信号を出力し、これを受けた制御装置ＰＬＣによって電磁
制御弁Ｖ１，Ｖ２のソレノイドＳＯＬａ～ＳＯＬｄへの制御信号の出力を停止させるよう
にしてもよく、その他、塵芥積込装置の作動を停止させることができる構成であれば採用
可能である。
【０１０５】
　また、前記の実施形態では、作業者の手首に装着させたリストバンドＬＢの縞模様ＳＰ
の色を特徴データとして、画像処理によって手であることを識別するとともに、作業者の
頭部についても識別するようにしているが、これにも限定されない。例えば、作業者の頭
部については識別しないようにしてもよいし、手以外に足にもリストバンドＬＢを装着さ
せて、その縞模様ＳＰの色などにより足であることを識別するようにしてもよい。
【０１０６】
　或いは、作業者が手に装着した手袋に前記の縞模様ＳＰのような識別表示を設けて、こ
れを識別するようにしてもよいし、手袋そのものの色に基づいて、これを識別するように
してもよい。同様に、作業者が足に装着した靴に識別表示を設けて、これを識別するよう
にしてもよいし、靴そのものの色に基づいて、これを識別するようにしてもよい。
【０１０７】
　さらに、それら手や足への装着物（リストバンドＬＢ、手袋、靴など）の特徴に基づい
て作業者の手や足を識別する必要もなく、作業者の顔や頭部をその特徴データに基づいて
識別するだけでもよい。
【０１０８】
　また、前記の実施形態では、作業灯８をカメラ７の下方に配設し、その撮像レンズ７０
の光軸Ａに沿うように光を照射させるようにしているが、こうする必要もなく、作業灯８
はカメラ７の上方や左右に配設して、これにより撮影する方向に光を照射させるようにし
てもよい。
【０１０９】
　さらにまた、前記実施形態では、いわゆる回転式の塵芥積込装置を装備した塵芥収集車
１００に本発明を適用した場合について説明しており、塵芥積込装置の主要部は回転板１
０および押込板２０により構成されているが、これにも限定されず、塵芥積込装置の主要
部は昇降板および押込板によって構成されていてもよく、その構造を特に限定するもので
はない。
【符号の説明】
【０１１０】
１００　　　　塵芥収集車
１　　　　　　車台
２　　　　　　塵芥収容箱
３　　　　　　塵芥投入箱
４　　　　　　塵芥投入口
７　　　　　　カメラ
８　　　　　　作業灯
９　　　　　　画像処理ユニット（画像処理装置）
１０　　　　　回転板（塵芥積込装置）
１３　　　　　油圧モータ（塵芥積込装置）
２０　　　　　押込板（塵芥積込装置）
２４　　　　　押込シリンダ（塵芥積込装置）
Ｈ　　　　　　人物
ＬＢ　　　　　リストバンド（手への装着物）
ＣＰＵ　　　　画像処理ユニットの中央処理部（緊急停止装置）
ＤＳＰ　　　　画像処理ユニットの画像処理部（人物識別部、人物位置判定部）
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ＳＷ４　　　　画像処理ユニットのリレースイッチ（緊急停止装置）
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